
郡山市延長保育事業実施要綱 

                               平成８年４月15日制定 

平成11年１月11日一部改正 

平成11年４月１日一部改正 

平成12年４月１日一部改正 

平成13年４月１日一部改正 

平成14年４月１日一部改正 

平成15年４月１日一部改正 

平成16年４月１日一部改正 

平成17年11月16日一部改正 

平成18年４月１日一部改正 

平成20年４月１日一部改正 

平成23年４月１日一部改正 

平成24年４月１日一部改正 

平成25年４月１日一部改正 

平成26年４月１日一部改正 

平成27年４月１日一部改正 

[こども部こども育成課] 

（対象児童の年齢及び実施人数） 

第１条 延長保育の対象児童は、満１歳以上の者とし、実施児童の人数により必要な職員を配置して

事業を実施する。 

（実施児童名簿等） 

第２条 延長保育を実施する保育所は、延長保育実施児童名簿（第１号様式）を作成するとともに、

日々における当該児童の延長保育実施記録を延長保育実施記録表（第２号様式）により記録しなけ

ればならない。 

（実施児童名の報告） 

第３条 延長保育を実施した保育所は、実施月における延長保育実施児童名報告書（第３号様式）を

当該月の翌月５日までに郡山市長に提出しなければならない。 

 （委任） 

第４条 この要綱に定めるもののほか、延長保育の実施に関して必要な事項は、市長が別に定める。 

   附 則 

 （施行期日等） 

１ この要綱は、平成８年４月15日から施行し、平成８年４月１日から適用する。 

 （郡山市延長保育事業実施要綱の廃止） 

２ 郡山市延長保育事業実施要綱（平成２年７月１日制定）は、廃止する。 



   附 則 

この要綱は、平成11年１月11日から施行し、平成10年４月１日から適用する。 

  附 則 

この要綱は、平成11年４月１日から施行する。 

  附 則 

この要綱は、平成12年４月１日から適用する。 

  附 則 

この要綱は、平成13年４月１日から施行する。 

  附 則 

この要綱は、平成14年４月１日から施行する。 

附 則 

この要綱は、平成15年４月１日から施行する。 

附 則 

この要綱は、平成16年４月１日から施行する。 

  附 則 

この要綱は、平成17年11月16日から施行し、平成17年４月１日から適用する。 

  附 則 

この要綱は、平成18年４月１日から施行する。 

  附 則 

この要綱は、平成20年４月１日から施行する。 

附 則 

この要綱は、平成23年４月１日から施行する。 

附 則 

この要綱は、平成24年４月１日から施行する。 

附 則 

この要綱は、平成25年４月１日から施行する。 

附 則 

この要綱は、平成26年４月１日から施行する。 

附 則 

この要綱は、平成27年４月１日から施行する。 

 



第１号様式（第５条関係）

　郡　山　市　長

印

　次のとおり延長保育の利用を申請します。

※太線枠内を記入してください。

上記の延長保育の申し出については、下記のとおりとしてよろしいか伺います。

なお、決裁のうえは、下案により通知してよろしいか併せて伺います。

○　当該児童に係る延長保育の利用を許可する。（延長保育を実施する。）

○　当該児童の延長保育の利用を却下する。（延長保育を実施できない。）
　 却下の理由　　　別紙のとおり
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第3号様式（第2条関係）

郡　山　市　長

児童宛名コード 保 護 者 氏 名 児 童 氏 名 階層区分 実施日数

年　　月　　日

　　　　　年　　月における延長保育実施児童は、下記のとおりです。

延長保育実施児童名報告書

記


